
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■三橋町商工会・大和町商工会合併協議会 
会報 第２号 

平成 18年 9月１日  

十
一
項
目
の
合
併
協
定 

項
目
に
つ
い
て
協
議 

 

八
月
二
十
三
日
（
水
）
三
橋
町
商
工

会
館
に
て
第
二
回
合
併
協
議
会
を
開
催

し
ま
し
た
。 

 

組
織
・
財
政
・
事
業
の
各
専
門
部
会

に
て
検
討
し
て
き
た
合
併
協
定
項
目
十

一
項
目
に
つ
い
て
合
併
協
議
会
で
協
議

し
ま
し
た
。 

 

①
事
務
所
の
所
在
地
に
関
す
る
こ
と 

②
公
告
の
方
法
に
関
す
る
こ
と 

③
商
工
会
の
事
業
に
関
す
る
こ
と 

④
会
員
の
資
格
に
関
す
る
こ
と 

⑤
総
会
・
総
代
会
に
関
す
る
こ
と 

⑥
総
代
の
定
数
及
び
任
期
に
関
す

る
こ
と 

⑦
役
員
の
定
数
及
び
任
期
に
関
す

る
こ
と 

⑧
部
会
に
関
す
る
こ
と 

⑨
加
入
金
に
関
す
る
こ
と 

⑩
会
費
に
関
す
る
こ
と 

⑪
各
種
共
済
事
業
の
取
扱
い
に 

関
す
る
こ
と 

 

以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
協
議
事
項
に 

つ
い
て
報
告
し
ま
す
。 

①
事
務
所
の
所
在
地
に
関
す
る
こ
と 

支
所
を
置
く
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
、
地
域
の
実
情
や
会
員
へ
の 

サ
ー
ビ
ス
維
持
に
配
慮
し
つ
つ
、 

新
商
工
会
の
財
政
を
考
慮
し
決

定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

協
議
の
結
果
、
支
所
を
置
く
こ
と
と

し
、
本
所
を
現
在
の
三
橋
町
商
工
会

と
し
、
支
所
を
現
在
の
大
和
町
商
工

会
と
す
る
こ
と
に
決
定 

                       

②
公
告
の
方
法
に
関
す
る
こ
と 

 

公
告
の
方
法
は
、
商
工
会
の
掲
示 

板
に
掲
示
し
、
か
つ
必
要
が
あ
る 

と
き
は
、
西
日
本
新
聞
に
掲
載
し 

て
行
う
こ
と
に
決
定
。 

第
二
回 

合
併
協
議
会
を
開
催 

③
商
工
会
の
事
業
に
関
す
る
こ
と 

 
 

商
工
会
の
事
業
と
し
て
十
六
項
目
、 

裏
面
（
別
表
一
）
を
事
業
内
容
と
す
る 

提
案
に
対
し
承
認
さ
れ
る
。 

④
会
員
の
資
格
に
関
す
る
こ
と 

 
 

裏
面
（
別
表
二
）
の
通
り
提
案
し
承
認 

さ
れ
る
。
ま
た
、
本
商
工
会
の
趣
旨
に 

賛
同
す
る
も
の
は
賛
助
会
員
に
な
る
こ 

と
が
出
来
る
こ
と
と
し
た
。 

⑤
総
会
・
総
代
会
に
関
す
る
こ
と 

 
 

新
商
工
会
の
地
域
・
範
囲
・
会
員
数
等 

を
考
慮
し
、
合
併
後
の
新
商
工
会
も
引 

き
続
き
総
代
制
と
す
る
こ
と
に
決
定
。 

⑥
総
代
の
定
数
及
び
任
期
に
関
す
る
こ
と 

 
 

現
在
の
総
代
数
は
、
三
橋
町
百
十
人
、 

 
 

大
和
町
九
十
三
人
、
合
計
二
〇
三
人
で 

す
。
合
併
後
の
会
員
総
数
九
五
〇
人
に 

対
し
総
代
総
数
百
三
十
五
人
、
任
期
三 

年
の
提
案
に
対
し
、
校
区
ご
と
の
総
代 

数
等
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
為
、
再
度 

専
門
部
会
で
協
議
し
、
次
回
協
議
会
で 

協
議
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
役
員 

と
総
代
は
兼
務
し
な
い
こ
と
と
し
た
。 

⑦
役
員
の
定
数
及
び
任
期
に
関
す
る
こ
と 

 
 

現
在
の
役
員
数
は
、
三
橋
町
三
十
名
、 

 
 

大
和
町
二
十
四
人
、
合
計
五
十
四
人
。 

合
併
後
は
、
会
長
一
人
、
副
会
長
二
人
、 

理
事
三
十
人
、
監
事
二
人
の
役
員
総
数 

三
十
五
人
と
し
、
ま
た
、
任
期
は
三
年 

と
す
る
こ
と
で
決
定
。 

⑧
部
会
に
関
す
る
こ
と 

 
 

次
の
二
部
会
が
提
案
さ
れ
承
認
さ
れ
る 

① 

商
業
部
会 

②
工
業
部
会 

な
お
、
部
会
長
一
人 

副
部
会
長
二
人 

を
お
く
事
と
し
た
。 
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⑨
加
入
金
に
関
す
る
こ
と 

 
 

会
員
入
会
時
一
回
限
り
五
千
円
を
納 

 
 

入
、
加
入
金
の
払
込
方
法
は
、
加
入 

 
 

承
諾
時
払
込
み
と
す
る
こ
と
で
決
定
。 

⑩
会
費
に
関
す
る
こ
と 

会
費
に
つ
い
て
は
、
新
商
工
会
の
財 

政
問
題
を
考
慮
し
、
新
商
工
会
運
営 

に
支
障
を
き
た
す
こ
と
の
な
い
よ
う 

会
費
の
額
の
設
定
を
行
い
、
「
公
平
性
」

に
も
配
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

両
商
工
会
の
現
状
が
報
告
さ
れ
調
整 

案
を
提
案
。
し
か
し
、
調
整
案
で
は 

合
併
後
会
費
が
百
万
円
程
度
減
収
に 

な
り
、
全
体
の
収
入
お
よ
び
事
業
と 

の
関
連
を
再
度
検
討
す
る
必
要
が 

あ
り
、
財
政
部
会
で
再
度
協
議
し
、 

次
回
協
議
会
で
協
議
す
る
。 

⑪
各
種
共
済
事
業
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と 

 
 

両
商
工
会
の
現
状
が
報
告
さ
れ
、 

す
べ
て
の
共
済
事
業
に
つ
い
て
現
行 

の
ま
ま
新
商
工
会
に
引
き
継
ぐ
こ
と 

が
提
案
さ
れ
承
認
。 

 

以
上
、
十
一
の
協
議
項
目
が
協
議
さ
れ
、 

⑥
総
代
の
定
数
及
び
任
期
に
関
す
る
こ
と 

⑩
会
費
に
関
す
る
こ
と 

の
二
項
目
が 

次
回
協
議
会
で
の
再
協
議
と
な
り
、 

他
の
九
項
目
に
つ
い
て
は
承
認
さ
れ 

ま
し
た
。 

 
 
 

第
三
回
合
併
協
議
会
は
、 

十
月
十
三
日
（
金
）
午
後
二
時
よ
り 

大
和
町
商
工
会
で
開
催
さ
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、
そ
の
前
に
財
政
部
会
が
九
月 

六
日
に
、
組
織
部
会
及
び
事
業
部
会 

が
九
月
十
二
日
に
開
催
の
予
定
で
す
。 




